
兵庫県警察公文書管理規程等の解釈及び運用要領の実施に関し必要な様式の制

定について（例規乙） 

平 成 1 3 年 ６ 月 2 2 日  

兵警総例規乙第１号総務部長  

兵庫県警察文書管理規程等の解釈及び運用要領の実施に関し必要な様式の制定についてを下

記のように定め、平成 13 年７月１日から実施する。 

記 

１ 趣旨 

この通達は、兵庫県警察公文書管理規程等の解釈及び運用要領（平成 13 年兵警総例規甲

第 14 号。以下「運用例規」という。）の実施に関し必要な様式を定めるものとする。 

２ 重要文書受領簿 

運用例規第４の１の(2)のアに規定する重要文書受領簿の様式は、様式第１号のとおりと

する。 

３ 文書収受簿 

運用例規第４の３の(1)のアに規定する文書収受簿の様式は、様式第２号のとおりとす

る。 

４ 受付印 

運用例規第４の３の(2)のアに規定する受付印の様式は、様式第３号のとおりとする。 

５ 起案用紙及び計画用紙 

運用例規第５の１の(1)のアに規定する起案用紙の様式は様式第４号、計画用紙の様式は

様式第５号のとおりとする。 

６ 文書番号を管理するための簿冊 

運用例規第６の２の(3)のイの(ア)から(カ)までに定める簿冊の様式は、それぞれ次に掲

げるとおりとする。 

(1) 告示番号簿 様式第６号  

(2) 訓令番号簿 様式第７号  

(3) 例規通達番号簿 様式第８号  

(4) 一般通達番号簿 様式第９号  

(5) 訓示番号簿 様式第 10 号  

(6) 文書発送番号簿 様式第 11 号  

７ 印刷委託処理票 

運用例規第６の３の(1)に規定する印刷委託処理票の様式は、様式第 12 号のとおりとす

る。 

８ 送付用付せん 

運用例規第６の５の(4)に規定する送付用付せんの様式は、様式第 13 号のとおりとする。 

９ 公文書ファイル管理簿 

 運用例規第８の１の(1)に規定する公文書ファイル管理簿の様式は、様式第14号のとおりとす 

る。 



10 移管・廃棄簿及び移管引継書 

 運用例規第９の１の(1)に規定する移管・廃棄簿の様式は様式第15号、移管引継書の様式は様式 

第16号のとおりとする。 

11 意見書 

 運用例規第９の１の(3)に規定する意見書の様式は、様式第17号のとおりとする。 



  



  

収受月日 発信者名 保存期限

主管係
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注　重要文書であるときは、「備考」欄に重要文書の種別を記載すること。
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第　　　　号

第　　　　号

第　　　　号

第　　　　号

第　　　　号

第　　　　号

第　　　　号

第　　　　号

様式第２号(３関係）

第　　　　号

番　号 件　　　　　　　　　　名 備　考
文　書　番　号

文書収受簿

第　　　　号

第　　　　号

第　　　　号

第　　　　号

第　　　　号



  



要旨／内容

起　案　用　紙

分 類 記 号

保 存 期 限

施行文書の
保 存 期 限

様式第４号（５関係）

起       案
年  月  日
決       裁
年  月  日

担 当 課
（ 係 ）
氏 名
警 電

施       行
年  月  日

有 効 期 限 保 存 期 間 満 了 時 の 措 置

文書の種類

文書の公表

件　名

決裁履歴

　　注　１　「決裁履歴」欄は、必要に応じて適宜追加すること。
　　　　２　「保存期間満了時の措置」欄は、廃棄、移管又は未定の別を記載すること。
　　　　３　「文書の公表」欄は、対象文書又は対象外文書の別を記載すること。この場合において、当該文書が対象文書
　　　　　であるときは、公開範囲とその理由を記載すること。



  

要旨/内容

結果決裁履歴

様式第５号（５関係）

起　案

決　裁
起案者

保 存 期 限

計　画　用　紙

件　名

決裁履歴

分 類 記 号

 　注　「決裁履歴」欄及び「結果決裁履歴」欄は、必要に応じて適宜追加すること。

結　果

（報告者：　　　　　　　　　　決裁日：　　　　　　）



  



  



  



  



  



  

発送月日 発信者名 保存期限

主管係

. .   .

. .   .

. .   .

. .   .

. .   .

. .   .

. .   .

. .   .

. .   .

. .   .

. .   .

. .   .

. .   .

. .   .

. .   .

様式第11号（６の(6)関係）

番　号 件　　　　　　　　　　名 備　考
送付先

文書発送番号簿

注　重要文書であるときは、「備考」欄に重要文書の種別を記載すること。



 



  



  
様式第14号（９関係）

所属名

  

作成・取得 作成・取得時 保存期間満了

年 （ 度） 大分類 中分類 小分類 の文書管理者 時 の 措 置

公　文　書　フ　ァ　イ　ル　管　理　簿

課・係 備考保存期間 保存期限 媒体の種別 保存場所 文書管理者
分類

名　称 起算日



  

様式第15号（10関係）

所属名

  
作成・取得 作成・取得時の 保存期間満了 移 管

年 （度） 大分類 中分類 小分類 文 書 管 理 者 時 の 措 置 廃 棄 日

移　　管　・　廃　　棄　　簿

分類
名　称 起算日 保存期間 備考課・係保存期限 媒体の種別 保存場所 文書管理者



 

　　　　　　　　　 殿

引継者 受理者

担当者

受理者

注　「移管年月日」欄、「所属への連絡年月日」欄及び「備考」欄は、総務部総務課において記載すること。

備 考

備 考

引 継 公 文 書 フ ァ イ ル 数

意 見 書 添 付 フ ァ イ ル 数

引 継 公 文 書 フ ァ イ ル 目 録

移 管 年 月 日 年　　月　　日

所 属 へ の 連 絡 年 月 日 年　　月　　日

様式第16号（10関係）

                         長       

 年　　　月　　　日

年　　月　　日引 継 年 月 日

分 類 記 号

保 存 期 限 .　　.

発第　　　　　　号

移　　管　　引　　継　　書



 

所 属

担 当 係

警 電

条例第６条

□第１号
□第２号
□第３号
□第４号
□第５号
□第６号

条例第６条

□第１号
□第２号
□第３号
□第４号
□第５号
□第６号

条例第６条

□第１号
□第２号
□第３号
□第４号
□第５号
□第６号

条例第６条

□第１号
□第２号
□第３号
□第４号
□第５号
□第６号

条例第６条

□第１号
□第２号
□第３号
□第４号
□第５号
□第６号

条例第６条

□第１号
□第２号
□第３号
□第４号
□第５号
□第６号

条例第６条

□第１号
□第２号
□第３号
□第４号
□第５号
□第６号

意　　見　　書

様式第17号（11関係）

移管文書の番号
移 管 文 書 の
フ ァ イ ル 名

記 載 さ れ て い る
情 報 の 種 別

該 当 す る 事 項 意 見 の 概 要

　　２　「記載されている情報の種別」欄には、移管する文書に記載されている情報の種別に該当する□にレ印を付すること。

注　１　「条例」とは、情報公開条例（平成12年兵庫県条例第６号）を表す。


